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情報広場
年
金
・
税
金

口
座
振
替
の
前
納
が
お
得
で
す

　

国
民
年
金
に
は
、一
括
し
て
保
険
料
を
納

め
る
と
割
引
に
な
る「
前
納
制
度
」が
あ
り
ま

す
。口
座
振
替
は
納
付
書
を
利
用
し
て
前
納

す
る
よ
り
も
さ
ら
に
お
得
で
す
。

▼
割
引
額（
金
額
は
令
和
6
年
度
）

２
年
分　
１
万
6
、5
９
０
円

１
年
分　
４
、2
７
０
円

６
カ
月
分　
１
、１
6
０
円

▼
申
込
方
法　
金
融
機
関
、年
金
事
務
所
、役

場
住
民
保
険
課
、マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
い
ず

れ
か
で
申
し
込
む

▼
申
込
期
限　
２
月
28
日
㊎
ま
で

【
口
座
振
替
の
早
割
制
度
】

　

口
座
振
替
の
指
定
日
を
納
付
期
限
よ
り
１

カ
月
早
め
る
こ
と
で
、１
カ
月
当
た
り
の
保
険

料
が
60
円
割
引
に
な
り
ま
す
。

▼
申
込
方
法　
金
融
機
関
、年
金
事
務
所
、役

場
住
民
保
険
課
、マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
い
ず

れ
か
で
申
し
込
む

▼
必
要
書
類　
預
貯
金
通
帳
、預
貯
金
通
帳

届
出
印
、基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の（
年

金
手
帳
な
ど
）、本
人
確
認
書
類

▼
問
合
先　
太
田
年
金
事
務
所
Ｇ
49-

３
７
１
６

県
税
も
口
座
振
替
が
便
利

　
自
動
車
税
、個
人
の
事
業
税
の
納
税
に
は
、

口
座
振
替
が
利
用
で
き
ま
す
。

▼
申
込
方
法　
所
定
の
は
が
き
に
必
要
事
項

を
記
入
し
て
ポ
ス
ト
に
投
函
す
る

※
所
定
の
は
が
き
は
、役
場
税
務
課
、行
政
県

税
事
務
所
、各
金
融
機
関
に
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
先　
館
林
行
政
県
税
事
務
所
Ｇ
72-

４
４
６
１

控
除
証
明
書
の
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

国
民
年
金
の
保
険
料
納
付
額
は
、確
定
申

告
の
際
に
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。令
和
６
年
１
月
か
ら
９
月
30
日
ま
で

の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
人
へ

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証

明
書
」を
11
月
中
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、10
月
１
日
以
降
に
初
め
て
納
付
し

た
人
に
は
、令
和
７
年
2
月
に
送
付
さ
れ
ま

す
。届
か
な
い
人
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　
太
田
年
金
事
務
所
Ｇ
49-

３
７
１
６

障
害
基
礎
年
金
制
度
の
ご
利
用
を

　

障
害
年
金
は
、初
診
日
か
ら
1
年
6
カ
月

以
上
経
過
し
、障
害
年
金
の
等
級
に
該
当
し

て
い
る
場
合
に
受
給
で
き
ま
す
。65
歳
以
降

の
場
合
、一
定
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

▼
年
金
額

１
級　
１
０
２
万
円

２
級　
81
万
６
千
円

▼
必
要
書
類　
診
断
書
、障
害
手
帳
な
ど

▼
問
合
先　
太
田
年
金
事
務
所
Ｇ
49-

３
７
１
６

今
月
の
納
税

▼
納
期
限

国
民
健
康
保
険
税（
７
期
）　　
１
月
31
日
㊎

介
護
保
険
料（
７
期
）　　
　
　
１
月
31
日
㊎

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
７
期
）	

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
月
31
日
㊎

相
　
談

里
親
相
談
会

　
現
役
の
里
親
と
の
交
流
や
相
談
が
で
き
る

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時　
１
月
15
日
㊌
午
前
10
時
〜
正
午

▼
会
場　
役
場
2
階
２
０
１
会
議
室

▼
内
容　
里
親
制
度
の
説
明
と
現
役
里
親
と

の
座
談
会

▼
申
込
方
法　
前
日
ま
で
に
電
話
で
申
し
込
む

▼
申
込・問
合
先　
県
東
部
児
童
相
談
所
Ｇ

57-

６
１
１
１

定 例 相 談

TOWN INFORMATION ORAORAORA

消費生活相談
平日・午前9時～午後4時30分
町消費生活センターＧ47-5047
年金相談（要予約）
1月16日㈭、2月20日㈭
午前10時～午後3時30分
館林市役所保険年金課Ｇ47-5139
ストレス・こころの相談（要予約）
2月6日㈭・午後1時30分～3時
館林保健福祉事務所Ｇ72-3230
ふれあい相談会（神経難病生活支援相談会）
2月5日㈬・午後1時15分～3時30分
館林保健福祉事務所Ｇ72-3230
エイズ相談（HIV抗体検査）（要予約）
【検査】毎週火曜・午前9時30分～10時45分
（夜間）第一火曜日・午後5時～5時45分
【電話相談】随時（休日・祝日除く）
午前8時30分～午後5時15分
館林保健福祉事務所Ｇ72-3230
自死遺族相談（要予約）
2月14日㈮・午前9時～
県こころの健康センターＧ027-263-1156

法律相談（要予約・定員8人）
1月18日㈯・相澤弁護士
2月15日㈯・相澤弁護士
午後1時20分～4時、邑楽町役場
役場住民保険課Ｇ47-5017
人権・行政相談（電話予約も可）
2月13日㈭・午後1時30分～4時
3月13日㈭・午後1時30分～4時
青葉・福島・猿橋・関口・齊藤・小倉相談員
役場住民保険課Ｇ47-5017
女性のための法律相談（要予約）
1月11日㈯・午前10時～午後5時
定員4人、邑楽町役場
2月19日㈬・午後1時～5時
定員2人、ｺｽﾒ・ﾆｽﾄ千代田町プラザ
役場住民保険課Ｇ47-5017
福祉相談（専用電話）
月～金曜日（祝日除く）
午前9時～午後4時
社会福祉協議会Ｇ88-7620
小中学生に関する教育相談
月～金曜日（祝日除く）・午前9時～
午後5時、町教育相談室Ｇ88-9779

ナンバープレートナンバープレートがが必要ですですその車両

▶対象車両 ①農耕作業用自動車（時速35km
未満で乗用設備を備えた車両）②その他の小
型特殊自動車（フォークリフトなど）
▶申請に必要なもの ①届出者の本人確認書
類②販売証明書または譲渡証明書（車名、車台
番号、排気量などが明記してあり、販売者や譲
渡者の印が押してあるもの）
※所有者が来庁できない場合はお問合せください。
申請・問合先　役場税務課Ｇ47-5013
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